
ケアプランデータ連携システムをご存じですか？

ケアプランのやり取りにこんな悩みを抱えていませんか？

お悩みを解消するためには
裏面を確認

FAXや郵送の
やり取りが

面倒手入力が多くて
ミスしてしまう

書類が多い
管理が煩雑



ケアプランデータ連携システムとは

簡単操作でオンライン上でケアプランをやり取りできるので、
煩雑な管理や郵送から解放され、コスト削減も期待できるシ
ステムです。

購入

Step1
専用サイトでケアプランデータ連携システ
ムの利用申請（利用規約に同意＝購入）

インストール

Step2
ケアプランデータ連携システムをダウン
ロードし、パソコンにインストール

電子証明書発行

Step3

電子証明書が無い場合、発行申請が必要
証明書を取得してパソコンにインストール

利用スタート

Step4

準備完了
ケアプランデータのやり取りが簡単に！

詳しくは以下の電話やサイトに問い合わせください。

【ケアプランデータ連携システムヘルプデスク】
TEL : 0120-584-708（平日 9:00～17:00）

【ケアプランデータ連携システムサポートサイト】
https://www.careplan-renkei-support.jp

事前に

Step0
お使いの介護ソフトが「ケアプラン(標準
仕様 第2、3版)」が対応しているか確認

作成：福井県国民健康保険団体連合会

導入までの流れ

同地域の介護事業所の利用状況を確認するには以下のサイトを
ご覧ください。

【WAMNETケアプランデータ連携システム利用状況サイト】
https://www.wam.go.jp/wamappl/kpdrsys.nsf/top

https://www.careplan-renkei-support.jp/
https://www.careplan-renkei-support.jphttps/www.wam.go.jp/wamappl/kpdrsys.nsf/top










データ連携による削減効果を
かんたんシミュレーション

30秒で
削減効果
を診断

～概要・使い方ガイド～



シミュレーションツールの概要

ケアプランデータ連携システムを導入することで得られる効果を簡単に調べることができるツールをご用意しました。

たった5つの数値を入力するだけで、システム導入後の費用対効果をシミュレーションできます。
※令和2年度老人保健健康促進事業「介護分野の生産性向上に向けたICTの更なる活用に関する調査研究」に基づいて算出しているため、シミュレーション数

値は主に居宅介護支援事業所における概算値となっています。

30秒で費用対効果を簡単診断

削減できる金額・時間が数値で見える化

事業所ごとの数値シミュレーションが可能



シミュレーションツールでわかること

データ連携によって削減できる金額はもちろん、さらには削減時間も簡単にシミュレーションすることができます。

介護現場の負担軽減や職場環境の改善効果をシミュレーションツールを通じて見える化できます。
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ツールのダウンロード方法

1 説明資料欄からダウンロード(Excelファイルをクリック) ２ Excelファイルが自動でダウンロードされます
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ツールの使い方・手順

1 入力ページへ進む

２ 事業所情報を入力する

３ 結果出力ページからシミュレーション結果を見る



ケアプランデータ連携システム
ヘルプデスクサポートサイト

お問い合わせ

0120-584-708

受付時間 9:00～17:00（土日祝日は除く）
問い合わせフォームからも受け付けています

https://www.careplan-renkei-support.jp/contact/index.html


2021年4月1日

厚生労働省 老健局

令和６年度介護報酬改定の主な事項について

社会保障審議会
介護給付費分科会（第239回） 資料１

令和６年1月22日



効率的なサービス提供の推進

■ 居宅介護支援費（Ⅰ）に係る介護支援専門員の一人当たり取扱件数について、現行の「40未満」を「45未満」に
改めるとともに、居宅介護支援費（Ⅱ）の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職
員を配置している場合に改め、取扱件数について、現行の「45未満」を「50未満」に改める。また、居宅介護支援
費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、３分の１
を乗じて件数に加えることとする。

介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬） 告示改正

居宅介護支援

45件

居宅介護支援費ⅰ
居宅介護
支援費ⅱ

40件 60件

（677単位）
（406単位）

（1,411単位）

一定の条件を満たした場合
⇒

例：要介護３･４･５の場合
【現行】

居宅介護支援費ⅲ

居宅介護支援費ⅰ 居宅介護
支援費ⅱ

（683単位）
（410単位）

一定の条件を満たした場合
⇒

居宅介護支援費ⅲ

（1,398単位）

45件 50件

【改定後】

60件

居宅介護支援費（Ⅱ）の算定要件

ICT機器の活用または

事務職員の配置

指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数

２分の１換算

居宅介護支援費（Ⅱ）の算定要件

ケアプランデータ連携システムの

活用及び事務職員の配置

指定介護予防支援の提供を受け
る利用者数の取扱件数

３分の１換算
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